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第 1 号議案 

令和７年度業務報告及び収支決算（案） 

1 令和７年度業務報告 

（１）総会、理事会等 

定款第 14 条に規定する会議を次のとおり開催した。 

区  分 開催年月日 主な議事内容 

第 1 回理事会 R07.04.08 ・総会資料審議等 

第５５回通常総

会 

 

R07.04.15 

 

・令和６年度業務報告及び収支決算 

・令和７年度業務計画（案）及び収支予算（案） 

第 2 回理事会 R07.06.24 ・森林部門技術士会の運営について 

第 3 回理事会 R07.09.09 ・森林部門技術士会の運営について 

第 4 回理事会 R07.12.11 ・森林部門技術士会の運営について 

第 5 回理事会 R08.01.27 ・森林部門技術士会の運営について 

（第５６回総会について） 

 

 

（２）業務執行体制 

 ア 理事会構成 

会長理事    黒川正美 

副会長理事 内田 勉 石谷栄次 

専務理事 城土 裕 

常務理事 埋橋一樹 寺川 仁 

監   事   高橋純一 安藤伸博 

理   事 伊東秀美 上田浩史 大沼清仁 大輪安信 奥谷由行 河崎弥生 河野 晃 

川野康朗 木村礼夫 熊井直也 坂井敏純 櫻井正明 佐藤亜貴夫 高原 繁 

辻 祐司 堂本 整 中野裕司 原田佳代子 久道篤志 広田史子 宮下洋平 

村田光司 安田伸生 山口 路 

 

 

イ 部会の設置 

 ・業務を円滑に推進するため、部会を設置し運営した。 

（各部会の担当業務） 

部 会 名 担  当  業  務 

総  務 森林部門技術士会の会計、技術士の活用及び他の部会に属さないことに関する

こと 

C P D CPD研修全般の企画・調整に関すること 

編  集 機関紙「フォレストコンサル」の編集・発行に関すること 

林  業 

研究例会及び現地研修会を実施する等会員の資質の向上、各種技術情報の収

集、新技術の紹介及び普及啓発に関すること 

森林土木 

森林環境 

林  産 
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（部会長及び担当理事） 

部 会 名 部 会 長 担  当  理  事 

総  務 城土 裕 石谷 栄次、埋橋 一樹、内田 勉、寺川 仁 

C P D 高原 繁 （高橋 純一）、辻 祐司、堂本 整、原田 佳代子 

編  集 久道 篤志 上田 浩史、河崎 弥生、河野 晃､川野 康朗  

林  業 坂井 敏純 上田 浩史、河野 晃､佐藤 亜貴夫、寺川 仁、広田 史子 

森林土木 櫻井 正明 （安藤 伸博）、伊東 秀美、奥谷 由行、川野 康朗、 

熊井 直也、堂本 整、原田 佳代子、安田 伸生 

森林環境 中野 裕司 大沼 清仁、大輪 安信、宮下 洋平、山口 路 

林  産 村田 光司 石谷 栄次、河崎 弥生、木村 礼夫、辻 祐司 

（ ）は監事 

 

（３）業務報告 

 ア 機関誌「フォレストコンサル」の発行 

 ・会員相互の連携の強化、技術の向上と普及啓発、技術士制度の広報等を目的として、「フォレ

ストコンサル」の第 179 号から第 182 号までを発行した。 

・配布先は会員・準会員・購読会員・賛助会員のほか、国立国会図書館、科学技術振興機構、 

林野庁、森林管理局、（国研）森林研究・整備機構、都道府県林務担当部局等である。 

・創刊号から 182号までの会誌「フォレストコンサル」を会員は、HP上の会員専用ページで

閲覧出来るようにした。 

・発刊から 2年経過した「フォレストコンサル」掲載論文等について、順次 J-STAGE（科学

技術振興機構電子ジャーナルプラットフォーム）への掲載 

 

イ 研究例会等 

 ・会員の資質の向上、継続教育（CPD）として、各部会、各支部による研究例会を開催した。 

 ・また、その概要を機関紙「フォレストコンサル」に掲載し、例会に参加できなかった会員へ

の情報提供等を図った。 

 

担当部会等 実施日 内   容 講   師  等 

総会 

特別講演 

４月 15 日  

 

地球化温暖化に伴う気候変動

と将来の土砂災害予測 

京都大学名誉教授 

 松浦 純生氏 

森林土木 6 月 24 日 令和6年能登半島地震とその

後の豪雨による複合災害 

林野庁森林整備部治山課  課長補佐  

坂 賢氏 

森林総合研究所  山地災害研究室長 

岡田 康彦氏 

北海道支部 

 

8 月 29 日 現地見学会 

（北海道美瑛町・上富良野町） 

① 十勝岳国有林治山 

② 北海道補助砂防施設 

森林環境 9 月 9 日 植物と土壌微生物の相互作用

からみる森林の成立機構 

京都大学白眉センター 特定准教授 

門脇 浩明氏  

（応用理学

部会・森林

部会合同） 

9 月 16 日 大地の5億年 せめぎ合う土

と生き物たち-土と生命の46

億年史 

福島国際研究教育機構  

土壌ホメオスタシス研究ユニット長    

藤井一至氏 

森林土木 

 

11月14日 

 

現地見学会（滋賀県大津市） 

田上山におけるはげ山復旧 

現地案内：滋賀森林管理署 
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ウ （公社）日本技術士会における活動 

 （公社）日本技術士会の理事会、部会長会議、委員会における活動に対し、本会理事等が参画

した。 

① 理事会               城土  裕 

② 部会長会議            寺川  仁 

③ 倫理委員会            櫻井 正明 

④ 総務委員会            宮下 洋平 

⑤ 企画委員会            城土  裕 

⑥ 企画委員会            大沼 清仁 

⑦ 研修委員会            木村 礼夫 

⑧ 広報委員会            原田 佳代子 

⑨ 社会委員会            高橋 純一  

⑩ 国際委員会            高原  繁             

⑪ 修習技術者支援委員会       辻  祐司 

⑫ 技術士活性化委員会        伊東 秀美 

⑬ 防災支援委員会          埋橋 一樹 

⑭ 海外活動支援委員会        久道 篤志 

⑮ DEI委員会            黒川 正美 

 

エ （公社）森林・自然環境技術教育研究センター（JAFEE）における活動 

 （公社）森林・自然環境技術教育研究センターの監事として本会副会長石谷栄次氏が参画した。 

  

オ 技術者教育認定制度に対する取り組み 

「日本技術者教育認定機構（JABEE）」の幹事学協会である「（公社）森林・自然環境技術教育

研究センター（JAFEE）」のプログラム認定審査業務に当たり、審査員の推薦等、積極的に参

画した。 

  

 カ 会員相互の連携の緊密化と広報機能の強化 

林野庁が主催する「森ハブ・プラットフォーム」に参加し、森林部門技術士会の活動に関す

る情報発信を行うとともに、林業イノベーションに関する情報を収集し、会員に提供した。 

会員への情報の提供の場であり、広く社会への情報発信の場であるホームページについて、

適時に更新を行うとともに、同報メールによる会員への適時の情報提供（通算 11９回配信）を

強化し、会員の利便性の向上と情報発信の強化を図った。 

 

     

林  産 12月11日 木材製品製造までの環境負荷

評価の整備状況と建築物の

GHG 評価について 

東京農工大学 名誉教授   

服部 順昭氏 

（応用理学

部会・森林

部会合同） 

１月 20日 山地地域の地すべり災害の特

徴と研究課題 

森林総合研究所 研究ディレクター 

（国土保全・水資源研究担当）、    

（公社）日本地すべり学会会長   

浅野 志穂氏 

林  業 1 月 27 日 二酸化炭素吸収源としての森

林の役割 

～吸収源インベントリ、Ｊ－

クレジット等の最新動向～ 

林野庁森林整備部森林利用課  

森林吸収源情報管理官   

 川口 大二氏 
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キ 技術士（森林部門）の活用等に関する要請活動（令和７年１１月２８日） 

技術士は科学技術分野における専門的知識及び応用能力を有する技術者として技術士法に基

づいて認められた最高の国家資格であり、本会は技術士としての技術、識見及び技術者倫理を

通じて広く森林、林業分野における社会貢献を目指す中で、林野庁長官及び環境省自然環境局

長等に対し、以下の内容の要望書を提出し、技術士(森林部門)の幅広い活用について要請を行っ

た。 

 

（内 容） 

１ 技術士（森林部門）の３専門分野の積極的活用等  

技術士（森林部門）は、「林業・林産」、「森林土木」及び「森林環境」の３専門分野を包含して

おり、森林・林業・木材産業政策のほか、自然環境政策にも貢献できるポテンシャルを有してい

ます。 一方、国におかれては「森林・林業基本計画」等に基づく「2050年ネット・ゼロ等に貢

献する「森の国・木の街」の実現に向けた森林資源循環利用施策の総合的な展開」の推進に当た

って、DX 等新技術の導入を図り、川上から川下までの森林・林業・ 木材産業を総合的に推進す

ることとされています。具体的には森林集約・循環成長対策、木材等の付加価値向上・需要拡大

対策、担い手育成総合対策、スマート林業・DX推進総合対策、森林・山村地域活性化振興対策の

ほか、昨今の自然災害の多発化傾向を踏まえた減災・防災・復旧への取組、生物多様性や自然環

境の保全、花粉症対策の推進等の行政目標の達成を図ることとされています。そのためにも、ま

た、森林・林業技術者全般の地位の向上等を図るためにも、以下の業務における積極的な活用や

登用等に特段のご配慮を頂きたい。  

また、森林環境譲与税を財源とした都道府県や市町村が実施する森林整備の促進、「地域林政ア

ドバイザー制度」の活用等に当たっても技術士（森林部門）との密接な連携が重要であり、これ

ら事業の実施に当たっても都道府県や市町村からの活用要望の提出・提案がより多くなされるよ

うご配慮願いたい。  

 

(1) これまで取り組んできた地域森林計画、市町村森林整備計画及び森林経営計画の策定ととも

に、今般の法改正を踏まえた森林経営管理制度の推進のほか、林地台帳の整備、森林境界明確

化や林地における地籍調査、山地保全・森林生態系保全等に係る研究・調査等に係る企画及び

技術指導等の業務  

(2) JAS 構造材や CLT 等を活用した木造化、木材利用による GHG 排出削減効果の 「見える

化」促進、森林資源の循環利用が可能な木材価格の形成、木質バイオマス を活用した「地域内

エコシステム」の展開、「森業」の推進等が喫緊の課題となって いる中で、研究機関、木材産

業分野の事業体等における企画及び技術指導等の業務  

(3) 公的機関及び指定管理者等における専門技術者、技術的知見に基づき政策・制度の意見具申

等を行う各種審議会等の委員、及び人材育成に向けた講師等としての業務  

 

２ 行政目標達成及び総合評価方式等に対応しての技術士の優先活用等 

技術士（森林部門）は、技術者倫理に基づく行動規範を遵守とするとともに CPD（継続研鑽）

により社会経済の発展の中で新たな技術能力の習得に努めており、以下のような観点から、今後

とも技術士（森林部門）の優先的活用方策や配置の義務化等 についてご配慮願いたい。  

(1) 補助事業、委託事業の採択に当たっては、「林業・林産」、「森林土木」及び「森林環境」の森

林部門技術士の専門性を十分評価され、行政目標の達成に向けて優先的かつ積極的な活用を図

ること  

(2) 各種事業の調査・設計及び施工管理等の業務において、品質確保等の観点から総合評価、企

画公募等の方式の採用が拡大しており、当該業務における技術士（森林部門）の役割について、

その評価段階において積極的に位置付けること  
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３ 技術士試験の受験奨励 

森林・林業行政目標の達成や成果品の品質確保、及び森林・林業技術者全般の地位の向上等を

図るため、行政機関の職員及び広く民間企業・団体等に対しても技術士試 験の受験奨励に特段の

配慮を頂きたい。  

 

４ 継続教育（CPD）の積極的評価 

技術士（森林部門）は、公益社団法人日本技術士会が行う「技術士 CPD 活動実績の管理及び

活用制度」に基づく技術士（CPD 認定）、あるいは公益社団法人森林・自然環 境技術教育研究セ

ンターが行う森林分野 CPD（JAFEE‐CPD）認定を通じて、日夜研 鑽に努めており、総合評

価等による契約方式が拡大しつつある中で、これら CPD に積 極的に取り組んでいる技術士に

ついて、的確に技術力の評価がなされるよう一層のご配 慮を頂きたい。 

 

ク 技術士(森林部門)の活用促進 

林野庁からの要請に基づき、森林整備等に関して一定の知識を有する林業技術者を市町村が雇

用等をして地域林政に役立てる取り組み、いわゆる地域林政アドバイザー制度に基づき、受け入

れを希望する市町村リストを会員技術士に提示し、マッチング作業を行うなど技術士森林部門の

活用促進に取り組んだ。 

 

（４） 会員の状況 

ア 正会員の推移                              （単位：人） 

年度 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 

会員数 491 531 532 539 544 547 552 545 536 542 

注：各年度末の会員数であり、令和７年度は新規加入者 20 名、退会者 14 名で、計 6 名の増があった。 

 

イ 選択科目別会員数                            （単位：人） 

区  分 林業・林産 林業 森林土木 林産 森林環境 合  計 

会員数（７年度末） 31 85 377 39 34 566 

会員数（６年度末） 28 90 372 40 32 562 

増   減 3 -5 5 -1 2 4 

注：複数科目の合格者がいるため、選択科目別会員数の合計は、正会員の合計に一致しない。なお、選択科目の重複取得者は

２2 名。 

 

ウ 令和７年度 森林部門二次試験合格者状況（令和 8年 3月 13 日発表）（単位：人・％） 

  区分 

部門 

令和 7 年度   令和 6 年度  

合格者数累計 受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率 

全部門合計 24,135 2,752 11.4 23,043 2,395 10.4 141,180 

森林部門 286 34 11.9 272 33 12.1 1,965 

林業・林産 74 8 10.8 71 8 11.3 684 

森林土木 169 19 11.2 156 19 12.2 1,133 

森林環境 43 7 16.3 45 6 13.3 148 

注 1：全部門合格者累計には 20 技術部門及び総合技術監理部門を含み、合格者合計は昭和 33 年度から７年度末までである。

典は（公社）日本技術士会公表資料。 

注 2：森林部門の合格者数累計には、森林部門選択科目における複数科目の合格者を含む。なお、森林部門の合格者数合計は 

当会の記録に基づく。 
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 エ 令和 7 年度 総合技術監理部門二次試験合格者状況（令和 8 年 3月 13 日発表） 

（単位：人・％） 

  区分 

部門 

令和 7 年度 令和 6 年度 

受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率 

全部門合計 2,575 584 22.7 2,521 382 15.2 

森林部門 25 8 32.0 17 1 5.9 

林業・林産 7 3 42.9 3 0 0.0 

森林土木 14 4 28.6 13 1 7.7 

森林環境 4 1 25.0 1 0 0.0 

注：出典は（公社）日本技術士会公表資料。 

 

オ 令和７年度 第一次試験合格者状況（令和８年 2 月２４日発表） 

                             （単位：人・％） 

区  分 受験申込者数 受験者数 合格者数 対受験者合格率 

全 部 門 22,756 17,013 5,754 33.8 

森 林 部 門 383 294 75 25.5 

注：出典は（公社）日本技術士会公表資料。 

 

カ 賛助会員                     

① （公社）大日本山林会 会 長     沢田 治雄 

②  国土防災技術（株） 代表取締役  東  康治 

③ （公社）国土緑化推進機構 理事長     濱田 純一 

④  全国森林組合連合会 会 長     中崎 和久 

⑤ （一社）全国林業改良普及協会 会 長     西場 信行 

⑥ （一社）日本森林技術協会            理事長     小島 孝文 

⑦ （一財）日本緑化センター 会 長     加來 正年 

⑧ （一社）日本林業土木連合協会 会 長     嶋崎 勝昭 

⑨  日本林道協会 会 長     山口 俊一 

⑩ （国研）森林研究・整備機構 森林整備センター 所 長     保科  太志 

⑪ （一財）日本森林林業振興会 会  長     沼田 正俊 

⑫ （株）森林テクニクス 代表取締役  喜  力哉 

⑬ （株）森林調査設計事務所 代表取締役  熊野 洋 

⑭  アジア航測（株） 代表取締役  畠山 仁 

    

 キ 顧 問 

  元森林部門技術士会会長               弘中 義夫 

  前森林部門技術士会会長               根橋 達三 
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令和７年度収支決算（案）    

（１）収支の部                              （単位：円） 

区分 予 算 決 算 増 減 備 考 

収入の部         

 正会員会費 3,292,000 3,224,000 -68,000 正会員 531 名分、入会 19 名分 

 準会員会費 60,000 90,000 30,000 準会員 26 名分、入会 6 名分 

 賛助会員 880,000 880,000 0   

 小計 4,232,000 4,194,000 -38,000   

 参加費収入 100,000 127,500 27,500 講演会 CPD 収入 

 小計 100,000 127,500 27,500   

          

 利子収入 1,000 1,688 688 預金利子 

 広告収入 280,000 290,000 10,000 フォレストコンサル 4 号分 

 購読収入 207,000 207,000 0 購読会員 69 名分 

 雑収入 275,000 315,000 40,000 懇親会費 

小計 763,000 813,688 50,688  

当期収入合計 5,095,000 5,135,188 40,188   

前年度繰越金 1,257,000 1,257,418 418   

収入合計 6,352,000 6,392,606 40,606   

支出の部         

会議費         

 総会費 310,000 346,260 36,260 懇親会含む  

 役員会費 200,000 192,000 -8,000   

 その他 10,000 4,000 -6,000  

小計 520,000 542,260  22,260   

業務費         

 事業費 2,850,000 2,172,768 -677,232  別記内訳 

事務費 2,430,000 2,017,620 -412,380 別記内訳 

小計 5,280,000 4,190,388 -1,089,612    

旅費・交通費 250,000 178,720 -71,280   

小計 250,000 178,720 -71,280   

当期支出合計 6,050,000 4,911,368 -1,138,632    

次年度繰越金 302,000 1,481,238 1,179,238 注：参照 

支出合計 6,352,000 6,392,606 40,606   

注 次年度繰越金は、「郵貯銀行」普通 146,746 円、当座預金 258,386 円、 

「みずほ銀行」普通 1,062,996 円、現金 13,110 円 
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事業費内訳 

区 分 金額 備  考 

ﾌｫﾚｽﾄｺﾝｻﾙ 

  

  

  

印刷費 1,192,664 4 号分（178～181 号） 

原稿料 408,472   

発送費 358,180   

小計 1,959,316   

研究例会（会議室使用料等含む） 63,452 講師謝金、交通費等 

加盟団体会費 

  

  

（一社）日本林業協会 50,000   

（公社）森林・自然環境技術 

教育研究センター 
50,000   

小計 100,000   

部会活動費 0  

支部活動支援金 50,000 北海道支部 

合計 

  
2,172,768   

  

事務費内訳 

区分 

  
金額 備考 

事務処理機器整備費 

  
150,300   

 通信費 215,343 ネット使用料、メール便等 

 コピー消耗品費 

  
29,321 資料コピー代、文具等 

 振込手数料 83,896  

 会員管理システム 0  

 事務所費 

  
416,760 借室料 

 人件費 

  
1,122,000   

合計 

  
2,017,620   

    

 
（２）運営基金 
  運営基金の取り崩しは行わなかった。 

（単位：円） 

区  分 金  額 

令和７年度期首 1,000,000 

   令和７年度積立 0 

運営基金繰出 0 

令和７年度期末 1,000,000 

注：運営基金は、郵貯銀行に「定額貯金」として預け入れている。  
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監 査 報 告  
 

 

令和 8 年４月 7 日 

 

 

森林部門技術士会 

会長 黒川 正美 殿 

 

監 事   高 橋 純 一   ○印                   

 

監 事   安 藤 伸 博   ○印  

 

 

 森林部門技術士会の令和７年度の収入、支出等にかかわる経理状況について、 

城土専務理事立会いの下に監査したところ、適正に処理されていることを認めます。 

 

 

 

 

以上 
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第 2 号議案 

令和８年度業務計画及び収支予算（案） 

 

 １ 令和８年度の業務計画 

（１）部会活動の活発化 

国では、森林資源の循環利用と多様で健全な森林づくりを進め、森林・林業・木材産業を健全な形で

次世代に継承していくこととし、適切なゾーニングに基づく多様で健全な森林づくり、スマート林業

技術の導入等による持続的な林業の確立、国産材サプライチェーンの強靭化、国産材の供給力強化等

を柱とする新たな「森林・林業基本計画」の策定に向けて検討を進めている。 

また、激甚化・多様化する災害への対応として、度重なる集中豪雨、林野火災等により被災した地域

の速やかな復旧・復興に取り組むとともに、航空レーザ測量等を活用した効率的な事業の実施、間伐の

推進等災害に強い森林づくりを推進し、森林の有する土砂流出防止機能や洪水緩和機能等を適切に発

揮することが求められている。 

本会としては、このような状況の下で、森林・林業及び林産業の活性化、国土の復旧・復興、そして

森林環境の保全に向け、部会活動をより活発化させ森林部門の専門技術者として、活動・提言を行って

いくこととする。 

 

（２）（公社）日本技術士会の活動の推進及び連携強化 

文部科学省省令改正により、技術士登録簿に「資質向上の取組み状況」欄が設けられことに基づき、

（公社）日本技術士会は、技術士 CPD 活動実績の管理及び技術士の活用制度を開始し、一定以上の

CPD 実績が認められる場合には申請により「技術士（CPD 認定）」の認定証を発行・証明することに

した。 

また、文部科学省 IPD 懇談会の「技術士制度における IPD に関する懇談会の議論のまとめ」におい

て、「技術士を目指す技術者」をターゲットとして、IPD システムをスモールスタートさせる方向が示

されたことを踏まえ、IPD システムの構築に向けた取組を行うこととしている。  

 本会としてもこれらの（公社）日本技術士会の活動方針を踏まえ、その活動に積極的に参画し、会員

の（公社）日本技術士会への加入促進に努めるとともに、森林部門の技術的特質等に基づく提言・要望

等を行っていくこととする。 

森林部門技術士会は（公社）日本技術士会森林部会と講演会を共催する等の活動を続けてきており、

今後とも相互信頼のもとに効果的な CPD 講演会等の開催を通じ緊密な連携強化を図り、一層の本会

の活動の充実を図ってゆくこととする。 

 

（３）会員サービスの向上と広報機能の強化 

会誌「フォレストコンサル」は創刊号から最新号 182 号までをホームページの会員専用ページで会

員は閲覧できるようにしているところであるが、会員の活動成果の活用に寄与することを目的として、

国立国会図書館に納本、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）に寄贈するとともに、会員への情

報提供として一定期間経過したものについては、JST が運営する電子ジャーナルプラットフォーム

（J-STAGE）において公開することとする。 

また、「フォレストコンサル」については会員の幅広い層からの投稿を促すために、今後とも編集部

会委員に加え、会長、副会長、専務理事、常務理事及び各分野部会長による拡大編集委員会を活用し広

く投稿者の掘り起こしを図ることとする。 

さらに、引き続き本年度も、会員への情報の提供の場であり、広く社会への情報発信の場であるホー

ムページや会員向け同報メールにより、リアルタイムで会員に情報提供を行い、これら方策により会

員相互の連携の緊密化を図っていくこととするとともに、会員管理システムの導入の検討等により、

会員サービスの向上を図ることとする。 
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（４）技術士継続教育（CPD）の普及指導及び定着 

技術士が高等の専門技術者として社会的評価を獲得するため、技術士法において資質向上の責務 

が課せられており、CPD の実行を通じて技術力の維持・向上、倫理観と品格の向上に努めることが期

待されている。 

本会としても、会員が CPD 制度を的確に理解し、その実行が図られるように引続き指導普及に当 

たるとともに、（公社）日本技術士会の CPD 及び（公社）森林・自然環境技術教育研究センター（JAFEE）

の実施する森林分野 CPD の運営にも積極的に参加し、会員の学習機会の充実に努めることとする。 

 

（５）技術士（森林部門）の活用促進 

技術士の幅広い活用について林野庁、都道府県等関係機関への陳情活動を充実するとともに、技術

士制度の適正な運用について理解と協力を求めることとする。また、引き続き、「市町村が主体となっ

た森林整備対策」における「地域林政アドバイザー制度」のアドバイザーとしての参画要請や国際協力

事業における治山技術者等の派遣要請等について積極的に対応し、活用促進を図ることとする。 

 

（６）技術士制度の PR 及び本会会員の加入促進 

本会会員数が横ばい傾向にあることに鑑み、森林部門技術士会の日常活動や PR を通して、本会へ

の継続加入や新規の加入促進に努めることとする。このため、広く新規合格者、既存の未加入技術士を

はじめ、近年合格者が増大している官公庁職員に対しても本会への勧誘に努めることとする。 

 

（７）（公社）森林・自然環境技術教育研究センターとの連携 

（公社）森林・自然環境技術教育研究センターにおける JABEE 認定の森林分野における活動に加え、

森林保全・管理技術に関する事業や CPD をはじめとする技術者支援活動は、本会にとっても有益な共

有基盤となる観点から、今後とも緊密な連携を図ることとする。 
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２ 令和８年度収支予算（案） 

(1) 収入の部 

（単位：千円） 

区 分 本年度 前年度 増 減 摘 要 

会費収入 

 正会員 

 

準会員 

 賛助会員 

小計 

 

3,286 

 

78 

880 

 

3,292 

 

60 

880 

 

-6 

 

18 

0 

 

正会員 521 名（期首）  

（541 名分 うち入会 20 名分） 

準会員 26 名 

 

4,244 4,232 12 

参加費収入 

 参加費 

 

小計 

 

100 

 

100 

 

0 

 

講演会 CPD 収入 

 

100 100 0 

雑収入 

 利子収入 

 広告収入  

購読収入 

雑収入 

小計 

 

1 

280 

207 

275 

 

1 

280 

207 

275 

 

0 

0 

0 

0 

 

 

フォレストコンサル 4 号分 

購読会員 69 人 

懇親会 

763 763 0 

 

運営基金繰入金 0 0 0  

計 5,107 5,095 12  

前年度繰越金 1,481 1,257 224  

合計 6,588 6,352 236  

 

 

(2) 支出の部 

（単位：千円） 

区 分 本年度 前年度 増 減 摘 要 

会議費 

 総会費 

 役員会費 

 その他 

小計 

 

350 

200 

10 

 

310 

200 

10 

 

40 

0 

0 

 

懇親会含む 

理事会費 

560 520 40 

業務費 

 事業費 

 事務費 

小計 

 

2,930 

2,460 

 

2,850 

2,430 

 

80 

30 

 

内訳別記   

内訳別記 

5,390 5,280 110 

旅費・交通費 250 250 0  

当期支出計 6,200 6,050 150  

運営基金積立金 0 0 0  

予備費 388 302 86 次年度繰越金 

合 計 6,588 6,352 236  
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事業費内訳 

区  分 金 額（千円） 摘 要 

「フォレストコンサル」発行 2,430 4 号分 

研究例会開催等 

（講師謝金、交通費等） 

150 講師謝金、交通費、会議室使用料等 

加盟団体会

費 

(一社)日本林業協会 50  

(公社)森林・自然環境

技術教育研究センター 

50  

計 100  

部会活動費 200 50 千円×4 部会 

支部活動支援金 50 北海道支部 

   

合 計 2,930  

 
事務費内訳 

区  分 金 額（千円） 摘 要 

事務処理機器整備費 160 パソコン更新 

通信費 220 ネット使用料、メール便、切手等 

コピー・消耗品費 50 資料複写、文具、事務機器経費等 

振込手数料 100  

会員管理システム費 10  

事務所費 420  

人件費 1,500  

合 計 2,460  

 
 
(3) 運営基金 
 

（単位：千円） 

区  分 金  額 

令和８年度期首 1,000 

令和８年度積立 0 

運営基金繰出 0 

令和８年度期末 1,000 
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 その他  

役員（理事）の交代（報告） 

 

令和８年４月１６日付け 

  退任   河野 晃 氏 

  就任   飯田 喜章氏 

  ※４月７日理事会で承認  
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 参 考  

会員管理について（ソフトの導入の検討案） 

 

１．森林部門技術士会の会員管理における課題 

現在、会員の名簿（基本情報）管理、会費の入金管理等は EXCEL で、メール配信は

OUTLOOKで管理しており、以下の課題への対応が必要 

・手入力管理が主体で、手間がかかるともに、ヒューマンエラーが発生する 

・複数の管理者間での情報管理で非効率 

・会費等の入金確認が大変 

・会費決済の多様化が求められている 

 

２．会員管理システムの事例 

（１）ぜぶらる 

 ①基本機能：会員管理、オンライン決済、マイページ（アンケート機能、ファイル共有 

等）、スケジュール管理（イベント告知、出欠管理）等 

 

②決済方法 

  クレジットカード、コンビニ、ペイジ―決済 

  ※法人格を有しない団体は、クレジットのみ 

 

③経費 

・初期導入経費、月額利用料金は無料 

・システム利用料 決済額 8,000 円以下    400 円（税別） 

         決済額 8,001 円以上 決済額の 5％（税別） 
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（２）会費ペイ 

①基本機能：会員管理、オンライン決済、メルマガ等 

 
 

②決済方法：クレジットカード、コンビニ、口座振替 

   

 

③経費 

・初期導入経費、月額利用料金は無料 

・システム利用料１   3.5％（（決済金額-システム利用料２）×3.5％） 

システム使用料２  100 円 

口座登録手数料   500 円（口座登録初回のみ）  
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第1章 総 則 

第１条 本会は、森林部門会技術士会と称する。 

第２条  本会は、事務局を東京都におく。 

第３条  本会は、会員相互の連絡と協力を基調とし、技術士の地

位の向上と制度の普及を通じて技術士業務の発展を図り、

もって国土の保全・開発と林業・林産の振興に寄与するこ

とを目的とする。 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

   (1) 会員相互の連絡と協力を密にするための活動 

   (2) 会員の技術士業務開発に関する活動 

   (3) 会員の技術士業務遂行に関する支援 

(4) 会員の技術を通じての一般社会に対する寄与 

   (5) 政府及び公共団体などに対する協力 

   (6) 政府及び公共団体などに対する意見の具申 

   (7) 会誌の発行 

   (8) 調査研究の実施 

   (9) その他本会の目的を達成するために必要な事項 

 

第 2 章 会員及び会費 

第５条 本会の会員は、正会員・準会員及び賛助会員とする。 

  ２ 正会員は、森林部門の技術士及び技術士本試験合格者で、

本会に入会の申し込をしたものとする。 

３ 準会員は、森林部門の技術士補及び技術士第１次試験合 

格者で、本会に入会の申し込をしたものとする。 

  ４ 賛助会費は、本会の趣旨に賛同し、第 6 条の会費１口以

上を納入する個人又は法人で、本会理事会が入会の承認を

したものとする。  

第 6 条 正会員の会費は、年額 6,000 円、準会員の会費は、年

額 3,000 円とする。 

賛助会員の会費は、年額 1 口 1 万円とする。 

２ 前項の会費は、入会当初は入会時に、次年度以降は毎年 

4 月に本会に納入するものとする。 

３ 正会員及び準会員は、入会時に入会金 2,000 円を納入 

するものとする。 

但し、準会員より正会員になったときは入会金を要しない。 

第７条 本会は、必要に応じ支部及び専門部会をおくことができ

る。  

第８条 正会員が本会の目的に反する行為もしくは技術士の品

位を失うような行為をしたとき、又は、会員が引き続き 2

年度に 

 

 

 

わたり会費を納めないときは、理事会の決議により除名すること

ができる。 

 

第 3 章 役 員 

第９条 本会に、次の役員をおき選出は次のとおりとする。 

      会 長  １名 

      副会長  若干名 

      理 事  30 名以内  

      監 事  ２名 

正副会長は理事の互選とし、専務理事及び常務理事は 

会長が理事のうちから指名する。 

第１０条 理事及び監事は、総会において会員の中から選出する。 

第１１条 会長は、本会を代表し、本会の業務を統括する。  

  ２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職 

務を代行する。専務理事及び常務理事は、会長の命を受け 

会務を処理する。 

  ３ 理事は、理事会を構成し、本会の運営に関する重要事項 

を審議決定し、会長を補佐して事務の実行に当たる。 

  ４ 監事は、会の会計を監査する。 

第１２条 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。役員に欠員

を生じ、会長が補充の必要を認めたときは、会長が理事

会の承認を得て補充することができる。 

但し、補充役員の任期は、前任者の残存期間とする。 

第１３条 本会は、理事会の承認を得て、顧問、参与をおくこと 

ができる。 

  ２ 顧問、参与は、会議に出席して意見を述べることができ 

る。 

 

第４章 会 議 

第１４条 本会の会議は、総会及び理事会とし、会長がこれを召 

集する。 

２ 通常総会は、毎会計年度終了後２ヶ月以内に開催する。 

３ 臨時総会は、必要に応じ開催する。 

４ 定例理事会は、毎年１回開催し、理事会は必要に応じ開 

催する。 

第１５条 総会においては本定款において別に規定するものの

ほか、次の事項を付議する。 

(1) 業務計画及び予算の決定  

森 林 部 門 技 術 士 会 

定     款 
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(2) 業務報告及び決算の決定 

(3) 本会定款の改廃 

(4) その他理事会において、総会に付議する必要があると 

認めた事項 

第１６条 総会は、会員の３分の１以上が出席しなければ開くこ 

とができない。 

２ 総会の決議は、出席会員の３分の２以上の賛成をもって 

決定する。 

第１７条 理事会は、理事の３分の１以上が出席しなければ開く

ことができない。 

２ 理事会の決議は、出席理事の２分の１以上の賛成をもっ 

て決定する。 

３ 理事会は、次の事項の審議又は処理に当たる。 

(1) 総会に提出する議案に関する事項 

(2) 総会により委任された事項 

(3) その他運営または活動に関する事項 

第１８条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもっ

て支弁する。 

第１９条 会計年度は、毎年４月 1 日に始まり翌年３月３１日に

終わる。 

 

付 則 

 この定款は平成 24 年４月１日から施行する。 

 

（平成 ２年６月 29 日改正） 

（平成 ９年６月 20 日改正） 

（平成 14 年５月 30 日改正） 

（平成 16 年４月 26 日改正） 

                             （平成 23 年 4 月 18 日改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


